
 

 

 

 

核融合科学技術委員会における今後の対応案 

 

 

○  原型炉開発総合戦略タスクフォースにおける技術的な検討の結果及びア

クションプランの更新案については、核融合科学技術委員会で受け入れるも

のとする。 

 

○  一方、「核融合発電の実施時期の変更」については、現在、ITER のベース

ラインの見直しが行われており、ベースラインの検討状況等を総合的に勘案

した上で判断する必要があることから、決定を保留する。 

 

○  これを受け、アクションプラン更新案のうち、第２回中間チェック・アン

ド・レビュー（2025 年頃）以降の活動については、同レビューを経て改めて

検討するものとする。 
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